
 

 

〔別紙〕ふれあい事業助成金交付までの事務手続きについて 
  

［川づくり基金］ ［事業実施主体］ 

事

業

の 

募

集 

・ 

選

定 

ふれあい事業実施計画書 作成 

ふれあい事業実施計画書 受理 

公募（前年度中） 

※市町村、内水面漁協へ直接照会するほか、 

ホームページにも募集内容を掲載します。 

理事会で審査・選定 

→助成先、上限額決定、決定通知の作成 

助成先、上限額決定通知 受理 

交付申請書 作成 

交付申請書受理、申請内容の確認 

交付決定通知書 作成 

※非営利団体等の事業は県の補助金を活用している 

ことから、県から交付決定通知書を受理した後の通

知となります。 

交
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定 

交付決定通知書 受理 

事 業 実 施 

実

績

報

告 

・ 

額

の

確

定 

実績報告書 作成 

※事業終了後３０日以内、又は翌年度の４月１５日の 

いずれか早い時期までに提出してください。 

※事業終了（完了）の日は、助成対象経費の支払いが

完了した日です。ご注意ください。 

※変更、中止の場合は、申請書又は届けを速やかに 

提出してください。 

※提出期限内に提出してください。 

実績報告書受理、書類審査 

額の確定通知 作成 

額の確定通知 受理 

助成金交付請求書 作成 

※額の確定通知を受理されましたら、請求書の 

提出をお願いします。 助成金交付請求書 受理 
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